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国　税／�10月分源泉所得税の納付� 11月12日
国　税／�所得税予定納税額の減額承認申請�

� 11月15日
国　税／�所得税予定納税額第2期分の納付�11月30日
国　税／�9月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 11月30日
国　税／�12月、3月、6月決算法人の消費税等の中間

申告（年3回の場合）� 11月30日
国　税／�3月決算法人の中間申告� 11月30日
国　税／�個人事業者の消費税等の中間申告（年3回

の場合）� 11月30日
地方税／�個人事業税第2期分の納付�

� 都道府県の条例で定める日

11 2018（平成30年）

集中電話催告センター室（納税コールセンター）　新規国税滞納事案等を所轄税務署
に代わり電話や文書により納税催告を行う国税局（所）内の部署。滞納者情報データを
「集中電話催告システム」で処理し、自動的に機械が滞納者に電話を掛け、応答した時点
で担当職員が納付催告を行います。催告を受けた７割超の滞納者が完納しています。

ワン
ポイント

◆  11 月 の 税 務 と 労 務 11月 （霜月）NOVEMBER
� 3日・文化の日　23日・勤労感謝の日

日 月 火 水 木 金 土

※税を考える週間　11月11日〜11月17日
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11月号─2

　

こ
れ
ま
で
、
正
社
員
（
正
規
雇
用

労
働
者
）
と
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
、
契

約
社
員
等
（
非
正
規
雇
用
労
働
者
）

と
の
間
の
不
合
理
な
待
遇
の
格
差
が

問
題
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

こ
れ
を
是
正
す
る
た
め
の
措
置
が
、

平
成
三
十
年
七
月
六
日
に
公
布
さ
れ

た
「
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め

の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
」

に
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
の
で
解
説

し
ま
す
。

一
　
整
備
さ
れ
た
法
令

　

公
正
な
待
遇
確
保
の
た
め
、
規
定

の
整
備
が
行
わ
れ
た
法
令
は
次
の
通

り
で
す
。

・　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
注

・　

労
働
契
約
法

・　

労
働
者
派
遣
法

注　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
は
、
正

式
に
は
「
短
時
間
労
働
者
の
雇
用

管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
」

と
い
い
ま
す
。

　

今
回
の
改
正
で
、
有
期
雇
用
労
働

者
も
同
法
の
対
象
に
含
ま
れ
る
こ
と

と
な
り
、
法
令
の
名
称
は
「
短
時
間

労
働
者
及
び
有
期
雇
用
労
働
者
の
雇

用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
」

（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
法
）

に
変
わ
り
ま
す
。

二
　
不
合
理
な
待
遇
差
の
是
正

　

裁
判
等
の
際
に
判
断
基
準
と
な
る

「
均
衡
待
遇
規
定
」「
均
等
待
遇
規
定
」

に
関
し
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
・

有
期
雇
用
労
働
者
・
派
遣
労
働
者
に

つ
い
て
の
規
定
の
整
備
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

㈠
　
パ
ー
ト
・
有
期
雇
用
労
働
者

　
「
均
衡
待
遇
規
定
」「
均
等
待
遇
規

定
」
の
内
容
お
よ
び
改
正
点
は
次
の

と
お
り
で
す
。

①　

均
衡
待
遇
規
定

　
　

次
の
内
容
の
相
違
を
考
慮
し
て

「
不
合
理
な
待
遇
差
を
禁
止
」
す

る
も
の
で
す
。

・　

職
務
内
容
（
業
務
の
内
容
＋
責

任
の
程
度
を
い
い
ま
す
。
以
下
同

様
）

・　

職
務
内
容
、
配
置
の
変
更
範
囲

・　

そ
の
他
の
事
情

　
　

従
来
か
ら
、
パ
ー
ト
・
有
期
雇

用
労
働
者
の
不
合
理
な
待
遇
差
を

禁
止
す
る
規
定
は
あ
り
ま
し
た

が
、
今
回
の
改
正
で
そ
の
明
確
化

が
図
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
待
遇
※

ご
と
に
、「
待
遇
の
性
質･

目
的
に

照
ら
し
て
適
切
と
認
め
ら
れ
る
も

の
を
考
慮
し
て
、
不
合
理
と
認
め

ら
れ
る
相
違
を
設
け
て
は
な
ら
な

い
。」
と
さ
れ
ま
し
た
。

※　

例
え
ば
、
基
本
給
、
賞
与
、

役
職
手
当
、
食
事
手
当
、
福
利

厚
生
、
教
育
訓
練
な
ど
。

②　

均
等
待
遇
規
定

　
　

次
の
内
容
が
同
じ
場
合
は
「
差

別
的
取
扱
い
を
禁
止
」
す
る
も
の

で
す
。

・　

職
務
内
容

・　

職
務
内
容
と
配
置
の
変
更
範
囲

　
　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
に
つ
い

て
は
、
従
来
か
ら
均
等
待
遇
規
定

に
つ
い
て
の
定
め
が
あ
り
ま
し
た
。

　
　

今
回
の
改
正
で
は
、
新
た
に
有

期
雇
用
労
働
者
も
均
等
待
遇
規
定

の
対
象
と
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ

ま
し
た
。

　

な
お
、
ど
の
よ
う
な
待
遇
差
が
不

合
理
で
あ
る
か
・
不
合
理
な
も
の
で

な
い
か
に
つ
い
て
は
、「
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
」
の
策
定
に
よ
っ
て
規
定
の
解

釈
が
明
確
に
示
さ
れ
ま
す
。

　

平
成
二
十
八
年
十
二
月
に
「
同
一

労
働
同
一
賃
金
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
案
」

と
し
て
策
定
さ
れ
て
お
り
、
今
後
、

確
定
さ
れ
る
予
定
で
す
。

㈡
　
派
遣
労
働
者

　

こ
れ
ま
で
、
派
遣
労
働
者
と
派
遣

先
労
働
者
の
待
遇
差
に
つ
い
て
は
、

配
慮
義
務
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
ま

し
た
。

　

今
後
は
、
次
の
い
ず
れ
か
を
確
保

す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
ま
す
。

・　

派
遣
先
の
労
働
者
と
の
均
等
・

均
衡
待
遇
の
確
保
注

・　

一
定
の
要
件
を
満
た
す
労
使
協

定
に
よ
る
待
遇
の
確
保

注　

均
等
・
均
衡
の
内
容
は
、
㈠
を

参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

　

派
遣
労
働
者
の
待
遇
差
に
関
す
る

規
定
の
整
備
は
、
次
の
考
え
方
に
基

づ
き
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

・　

派
遣
労
働
者
の
就
業
場
所
は
派

遣
先
で
あ
り
、
待
遇
に
関
す
る
派

遣
労
働
者
の
納
得
感
を
考
慮
す
る

上
で
、
派
遣
先
の
労
働
者
と
の
均

正
社
員
と
パ
ー
ト
・
契
約
社
員
等
と
の

待
　遇
　格
　差
　の
　是
　正



3─11月号

等
・
均
衡
は
重
要
な
観
点
。

・　

派
遣
先
の
賃
金
水
準
と
職
務
の

難
易
度
が
常
に
整
合
的
と
は
言
え

な
い
た
め
、
結
果
と
し
て
、
派
遣

労
働
者
の
段
階
的
・
体
系
的
な
キ

ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
支
援
と
不
整
合
な

事
態
を
招
く
こ
と
も
あ
り
得
る
。

　

そ
れ
で
は
、
個
々
の
内
容
を
見
て

い
く
こ
と
と
し
ま
す
（
派
遣
元
事
業

主
は
、
①
、
②
の
う
ち
い
ず
れ
か
を

確
保
す
る
こ
と
が
義
務
化
さ
れ
ま
す
）。

①　

派
遣
先
の
労
働
者
と
の
均
等
・

均
衡
待
遇

　
　

派
遣
元
事
業
主
は
、
派
遣
労
働

者
と
派
遣
先
労
働
者
の
待
遇
に
関

し
、
不
合
理
と
認
め
ら
れ
る
相
違

を
設
け
る
こ
と
や
、
差
別
的
な
取

扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ

ま
し
た
。

　
　

な
お
、
①
の
実
施
の
た
め
、
派

遣
先
に
な
ろ
う
と
す
る
事
業
主
に

対
し
て
は
、
派
遣
先
労
働
者
の
賃

金
そ
の
他
の
待
遇
に
関
す
る
情
報

等
を
、
派
遣
元
事
業
主
に
提
供
す

る
こ
と
を
義
務
づ
け
る
規
定
が
新

設
さ
れ
ま
し
た
。

　
　

ま
た
、
教
育
訓
練
、
福
利
厚
生

施
設
の
利
用
に
関
し
て
は
、
派
遣

先
事
業
主
に
対
す
る
規
定
の
強
化

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
　

業
務
遂
行
に
必
要
な
能
力
を
付

与
す
る
た
め
の
教
育
訓
練
に
関
し
、

一
定
の
場
合
を
除
き
、
派
遣
労
働

者
に
対
し
て
も
実
施
す
る
等
必
要

な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
（
従
来
は
、「
実
施
す
る
よ
う
配

慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」）
と
さ

れ
ま
し
た
。

　
　

福
利
厚
生
施
設
の
利
用
に
関
し
、

業
務
の
円
滑
な
遂
行
に
資
す
る
一

定
の
も
の
は
、
派
遣
労
働
者
に
対

し
て
も
、
利
用
の
機
会
を
与
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
（
従
来
は
、「
与

え
る
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」）
と
さ
れ
ま
し
た
。

②　

一
定
の
要
件
を
満
た
す
労
使
協

定
に
よ
る
待
遇

　
　

派
遣
元
事
業
主
が
、
労
働
者
の

過
半
数
代
表
者
等
と
以
下
の
要
件

を
満
た
す
労
使
協
定
を
締
結
し
、

当
該
協
定
に
基
づ
い
て
待
遇
を
決

定
し
ま
す（
派
遣
先
の
教
育
訓
練
、

福
利
厚
生
は
除
く
）。

〈
労
使
協
定
の
内
容
〉

・　

賃
金
決
定
方
法
（
次
の
イ
、
ロ

に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
）

イ　

協
定
対
象
の
派
遣
労
働
者
が

従
事
す
る
業
務
と
同
種
の
業
務

に
従
事
す
る
一
般
労
働
者
の
平

均
的
な
賃
金
額
と
同
等
以
上
の

賃
金
額
と
な
る
も
の

ロ　

派
遣
労
働
者
の
職
務
内
容
、

成
果
、
意
欲
、
能
力
又
は
経
験

等
の
向
上
が
あ
っ
た
場
合
に
賃

金
が
改
善
さ
れ
る
も
の

・　

派
遣
労
働
者
の
職
務
内
容
、
成

果
、
意
欲
、
能
力
又
は
経
験
等
を

公
正
に
評
価
し
て
賃
金
を
決
定
す

る
こ
と

・　

派
遣
元
事
業
主
の
通
常
の
労
働

者
（
派
遣
労
働
者
を
除
く
）
と
の

間
に
不
合
理
な
相
違
が
な
い
待
遇

（
賃
金
を
除
く
）
の
決
定
方
法

・　

派
遣
労
働
者
に
対
し
て
段
階

的
・
体
系
的
な
教
育
訓
練
を
実
施

す
る
こ
と

三
　
説
明
義
務
の
強
化

　

事
業
主
が
労
働
者
に
対
し
て
説
明

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
内
容
に
関
し
、

次
の
整
備
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

①　

有
期
雇
用
労
働
者
に
対
し
、
雇

入
れ
時
に
本
人
の
待
遇
内
容
及
び

待
遇
決
定
に
際
し
て
の
考
慮
事
項

に
関
す
る
説
明
義
務
が
創
設
さ
れ

ま
し
た
。

②　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
・
有
期

雇
用
労
働
者
・
派
遣
労
働
者
が
求

め
た
場
合
に
、
正
規
雇
用
労
働
者

と
の
待
遇
差
の
内
容
・
理
由
等
の

説
明
を
す
る
こ
と
を
事
業
主
に
義

務
づ
け
る
規
定
が
創
設
さ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
に
よ
り
、
法
律
の
適
用

対
象
と
な
る
非
正
規
雇
用
労
働
者

は
、「
正
社
員
と
の
待
遇
差
の
内

容
や
理
由
」
に
つ
い
て
も
説
明
を

受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

③　

説
明
を
求
め
た
場
合
の
不
利
益

取
扱
い
を
禁
ず
る
規
定
が
創
設
さ

れ
ま
し
た
。

四
　
施
行
日

　

平
成
三
十
二
年
（
二
〇
二
〇
年
）

四
月
一
日
に
施
行
さ
れ
ま
す
。
た
だ

し
、
中
小
企
業
に
お
け
る
「
パ
ー
ト

タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
法
」
の
適

用
は
平
成
三
十
三
年
（
二
〇
二
一

年
）
四
月
一
日
に
施
行
さ
れ
ま
す
。

五
　
働
き
方
改
革
関
連
法
全
般

　

働
き
方
改
革
関
連
法
は
、
今
回
取

り
上
げ
た
「
公
正
な
待
遇
の
確
保
」

と
「
労
働
時
間
法
制
の
見
直
し
（
平

成
三
十
一
年
四
月
以
降
施
行
。
内
容

に
よ
り
施
行
時
期
が
異
な
り
ま
す
。）」

に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

二
で
触
れ
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
な
ど

今
後
公
表
さ
れ
る
も
の
も
あ
り
ま
す

の
で
、
引
き
続
き
動
向
に
留
意
し
て

い
き
ま
し
ょ
う
。
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　平成31年４月１日より、次世代育成支
援の観点から、国民年金法における産前産
後休業期間中の保険料免除制度が創設さ
れ、国民年金第１号被保険者が出産をした
際には、出産前後の一定期間の国民年金保
険料が免除されることとなります。
（参考）健康保険、厚生年金保険制度にお
いては、従来から産前産後期間中の保険
料免除制度が設けられていました。

①　免除される期間
　　出産予定日又は出産日が属する月の前
月から４か月間（「産前産後期間」といい
ます。）の国民年金保険料が免除されます。
　　なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日
又は出産日が属する月の３か月前から６
か月間の国民年金保険料が免除されます。
　　保険料を前納している場合は、免除期
間分の保険料は還付されます。

②　対象者
　　国民年金第1号被保険者であって、出
産日が平成31年２月１日以降の者が免
除の対象となります。
③　申請方法・申請先
　　出産予定日の６か月前から提出が可能
です（ただし、現時点では未施行のため
提出できるのは平成31年４月以降）。
　　住民登録をしている市（区）役所・町
村役場の国民年金担当窓口が申請書の提
出先となります。
④　申請書類
　　申請書は、年金事務所または市（区）
役所・町村役場の国民年金の窓口に備え
付けられます。また、ホームページから
プリントアウトをできるようにすること
も予定されています（平成31年４月以降）。
⑤　年金額等の計算
　　年金額や死亡一時金・脱退一時金の計
算等を行う際は、当該免除期間は「保険
料納付済期間」として扱われます。

産前産後期間の保険料免除
制度創設（国民年金）

　ストレスチェック制度は、労働者の心理
的な負担の程度を把握するための検査や、
検査結果に基づく医師による面接指導など
を義務づける制度です（常時50人以上の
労働者を使用する事業場が対象）。
　平成30年８月９日より、ストレスチェ
ックの実施者に、必要な研修を修了した「歯
科医師と公認心理師」が加えられました。
　現行の実施者は、産業保健や精神保健に
関する知識を持つ医師、保健師、必要な研
修を修了した歯科医師、看護師、精神保健
福祉士または公認心理師とされています。
　公認心理師は、平成29年９月に新設さ
れた国家資格であり、平成30年９月９日
に第１回試験が行われました。保健医療、
福祉、教育その他の分野において、心理学
に関する専門的知識及び技術をもって、心
理に関する相談や助言、指導等を行うこと
を業とする者をいいます。

ストレスチェックの実施者追加
（労働安全衛生法）　
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